令和８年度　広尾町公式ウェブサイト　バナー広告取扱基準
令和８年４月９日　制定

（１）　広告の掲載の申込方法
　　　　必要書類及び掲載物データ・リンク先を下記に定める期日までに企画課ふれあい
　　　　の係へ提出すること。
　　　　掲載する掲載物データは、掲載依頼者が作成することとし、JPG・PNG・AIの
　　　　いずれかのデータ形式にて提出すること。
　　　　なお、令和９年４月以降も継続して掲載を希望する場合は、再度令和９年度の
　　　　申込みを行うこととする。

	掲載月
	申込締切日

	令和８年７月
	令和８年６月１９日（金）

	令和８年８月
	令和８年７月２４日（金）

	令和８年９月
	令和８年８月２１日（金）

	令和８年１０月
	令和８年９月２４日（木）

	令和８年１１月
	令和８年１０月２３日（金）

	令和８年１２月
	令和８年１１月２０日（金）

	令和９年１月
	令和８年１２月２１日（月）

	令和９年２月
	令和９年１月２５日（月）

	令和９年３月
	令和９年２月１９日（金）



（２）　広告の掲載枠の規格・広告料の額
	大きさ
	金額（税込）
	備考

	縦75×横215ピクセル
	1か月　３，３００円
	



（３）　広告の掲載の場所又は位置
　　　　広尾町公式ウェブサイト中段バナー
　　　　掲載する順番は事務局による抽選を実施し、決定する。

（４）　広告の掲載の時期又は回数
　　　　掲載時期は希望する掲載月とし、１事業者につき、ひと月１枠までとする。


（５）　掲載物の内容について
　　　　掲載物の内容について審査を行い、必要に応じて修正を依頼する場合有り。
　　　　また、リンク先は必ず自らが管理・運営するウェブサイトとする。

（６）　掲載申込みが多数の場合
　　　　掲載申込みが多数の場合で、広尾町公式ウェブサイトへの全件掲載が不可の場合は、
　　　　事務局による抽選を実施し、掲載する事業者を選定する。
　　　　なお、町長が認めるものは抽選を行うことなく、掲載できるものとする。

【問い合わせ先】　広尾町役場企画課ふれあいの係　℡０１５５８－２－０１８４

